
麻薬等原料営業者は、販売する麻薬向精神薬原料が薬物の不正製造に使わ
れると疑われるときは、その旨を国（都道府県）に届け出なければならな
いこととなっています（麻薬及び向精神薬取締法第50条の33第2項）

疑わしい取引の届出に関する詳しい情報は下記ＨＰをご覧下さい。

厚生労働省地方厚生（支）局麻薬取締部（支所）
http://www.nco.go.jp/report/pdf/report_8.pdf

不審な取引があったときはこちら

↓ ↓ ↓

・氏名や住所などを偽っている可能性がある

・購入の目的が業務の内容とあわない

・一般的な取引慣行でない現金支払いを希望する

・配送先を頻繁に変更する

・麻薬などの不正な製造に関与しているうわさがある

http://www.nco.go.jp/report/pdf/report_8.pdf�


麻薬及び向精神薬取締法 

第五十条の三十三 (事故等の届出) 

麻薬等原料営業者は、その所有する麻薬向精神薬原料につき、盗取、所在不明その他の事

故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその麻薬向精神薬原料の品

名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、麻薬等原料輸入業者、麻

薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬等原料卸小売

業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 麻薬等原料営業者は、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡

しが、第十二条第一項、第二十条第一項又は第五十条の十五第一項の規定により禁止される

麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがある場合として厚生労働省令で定める場合に該

当すると認められるときは、速やかにその旨及び厚生労働省令で定める事項を、麻薬等原料輸

入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬等

原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。 

３ 都道府県知事は、前二項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければな

らない。 

 

 

第１ 取引相手に着目した事例 

① 事業経歴に関する情報が全くない又はほとんどない顧客 
② 名刺の提示等により会社、個人名を申し出るものの、住所、連絡先、業務内容等が曖昧で信
頼性に乏しい顧客 

③ 複数の会社、個人を介した取引であることを申し出るものの、本来の業務内容を十分把握し
ておらず、依頼人に関する情報や購入目的が曖昧な顧客 

④ 不自然な貿易関係の会社を名乗り、取引を申し出る外国人又は日本人顧客 
⑤ 海外へ輸出することを強調し、単なる仲介者であることを申し出る外国人又は日本人顧客 
⑥ 通常の取引に必要な書面の提出を拒む顧客 
⑦ 質問に対する返答が曖昧で、麻薬等原料の取り扱いや事業の基本的知識に欠ける顧客 
⑧ 不審な点が多いことを理由に事業者側から取引を拒否、又は、商談の途中で不自然に取引
の中止を申し出た顧客 

第２ 取引内容に着目した事例 

① 新規の取引で、大量の注文（トン単位）がある場合 
② 現金取引など、一般企業としての手続きを経ないような支払い方法で取引を申し出る場合 
③ 企業、個人の業種からみて、使用用途が逸脱していることが懸念される場合 
④ 使用用途と比較し、注文する量が著しく多いと判断される場合 
第３ 搬送等に着目した事例 

① 大量の注文であっても、ドラム缶（200L）単位ではなく、小分け(20L 単位)した状態での搬送を
要求する場合 

② 搬送先が稼働していない会社の倉庫や個人宅の庭先等であり、取引会社との関連性が不明
な場合 

③ 搬送の手段や搬送先を度々変更する場合 
④ 通常とは異なる表示や荷造りを要求する場合 

疑わしい取引の具体例 



名称 電話番号

北海道厚生局麻薬取締部 札幌市北区北８条西２丁目１－１ 札幌第一合同庁舎 ０１１－７２６－３１３１

東北厚生局麻薬取締部 仙台市青葉区本町３－２－２３ 仙台第二合同庁舎 ０２２－２２１－３７０１

関東信越厚生局麻薬取締部 東京都千代田区九段南１－２－１ 九段第三合同庁舎１７階 ０３－３５１２－８６８８

東海北陸厚生局麻薬取締部 名古屋市中区三の丸２－５－１ 名古屋合同庁舎第２号館 ０５２－９５１－６９１１

近畿厚生局麻薬取締部 大阪市中央区大手前４－１－７６ 大阪合同庁舎第４号館 ０６－６９４９－６３３６

中国四国厚生局麻薬取締部 広島市中区上八丁堀６－３０ 広島合同庁舎第４号館 ０８２－２２７－９０１１

四国厚生支局麻薬取締部 香川県高松市サンポート３番３３号 高松サンポート合同庁舎４階 ０８７－８１１－８９１０

九州厚生局麻薬取締部 福岡市博多区博多駅東２－１０－７ 福岡第二合同庁舎 ０９２－４７２－２３３１

九州厚生局沖縄麻薬取締支所 沖縄県那覇市樋川１－１５－１５ 那覇第一地方合同庁舎 ０９８－８５４－２５８４

所在地



名称 所在地 電話番号

北海道医療政策薬務課 札幌市中央区北三条西６丁目 ０１１－２３１－４１１１

青森県医療薬務課 青森市長島１丁目１－１ ０１７－７３４－９２８９

岩手県保健衛生課 盛岡市内丸１０－１ ０１９－６２９－５４６７

宮城県薬務課 仙台市青葉区本町３丁目８－１ ０２２－２１１－２６５３

秋田県医務薬事課 秋田市山王４丁目１－１ ０１８－８６０－１４０７

山形県保健薬務課 山形市松波２丁目８－１ ０２３－６３０－２３３３

福島県薬務課 福島市杉妻町２－１６ ０２４－５２１－７２３３

茨城県薬務課 水戸市笠原町９７８－６ ０２９－３０１－３３８８

栃木県薬務課 宇都宮市塙田１丁目１－２０ ０２８－６２３－３１１９

群馬県薬務課 前橋市大手町１丁目１－１ ０２７－２２６－２６６５

埼玉県薬務課 さいたま市浦和区高砂３丁目１５－１ ０４８－８３０－３６３３

千葉県薬務課 千葉市中央区市場町１－１ ０４３－２２３－２６２０

東京都薬務課 新宿区西新宿２－８－１都庁第一本庁舎２１階 ０３－５３２０－４５０５

神奈川県薬務課 横浜市中区日本大通１ ０４５－２１０－４９７２

新潟県医務薬事課 新潟市中央区新光町４－１ ０２５－２８０－５１８７

富山県くすり政策課 富山市新総曲輪１－７ ０７６－４４４－３２３４

石川県薬事衛生課 金沢市鞍月１－１ ０７６－２２５－１４４２

福井県医務薬務課 福井市大手３－１７－１ ０７７６－２０－０３４７

山梨県衛生薬務課 甲府市丸の内１丁目６－１ ０５５－２２３－１４９１

長野県薬事管理課 長野市南長野幅下６９２－２ ０２６－２３５－７１５９

岐阜県薬務水道課 岐阜市藪田南２丁目１－１ ０５８－２７１－５７３１

静岡県薬事室 静岡市葵区追手町９－６ ０５４－２２１－２４１３

愛知県医薬安全課 名古屋市中区三の丸３丁目１－２ ０５２－９５４－６３０５

三重県薬務食品室 津市広明町１３ ０５９－２２４－２３３０

滋賀県医務薬務課 大津市京町４丁目１－１ ０７７－５２８－３６３４

京都府薬務課 京都市上京区下立売通新町西入薮ﾉ内町 ０７５－４１４－４７９０

大阪府薬務課 大阪市中央区大手前２丁目１－２２ ０６－６９４１－９０７８

兵庫県薬務課 神戸市中央区下山手通５丁目１０－１ ０７８－３６２－３２７０

奈良県薬務課 奈良市登大路町３０ ０７４２－２７－８６６４

和歌山県薬務課 和歌山市小松原通１丁目１ ０７３－４４１－２６６３

鳥取県医療指導課 鳥取市東町１－２２０ ０８５７－２６－７２０３

島根県薬事衛生課 松江市殿町１２８番地 ０８５２－２２－５２５９

岡山県医薬安全課 岡山市北区内山下２丁目４－６ ０８６－２２６－７３４１

広島県薬務課 広島市中区基町１０－５２ ０８２－５１３－３２２１

山口県薬務課 山口市滝町１－１ ０８３－９３３－３０１８

徳島県薬務課 徳島市万代町１－１ ０８８－６２１－２２３３

香川県薬務感染症対策課 高松市番町４丁目１－１０ ０８７－８３２－３３０１

愛媛県薬務衛生課 松山市一番町４－４－２ ０８９－９１２－２３９３

高知県医療薬務課 高知市丸ノ内１丁目２－２０ ０８８－８２３－９６８３

福岡県薬務課 福岡市博多区東公園７－７ ０９２－６４３－３２８７

佐賀県薬務課 佐賀市城内１丁目１－５９ ０９５２－２５－７０８２

長崎県薬務行政室 長崎市江戸町２－１３ ０９５－８９５－２４６９

熊本県薬務衛生課 熊本市水前寺６丁目１８－１ ０９６－３３３－２２４２

大分県薬務室 大分市大手町３丁目１－１ ０９７－５０６－２６５０

宮崎県医療薬務課 宮崎市橘通東２丁目１０－１ ０９８５－２６－７０６０

鹿児島県薬務課 鹿児島市鴨池新町１０－１ ０９９－２８６－２８０４

沖縄県薬務衛生課 那覇市泉崎１丁目２－２ ０９８－８６６－２２１５


	このような注文はありませんか？

